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地方創生における国の取組状況等

１ 地方創生に関する主な動き

・H26. 5. 8 日本創成会議の人口減少問題検討分科会が「ストップ少子化・地方
元気戦略」を提言

・H26. 9. 3 「まち・ひと・しごと創生本部」を設置
・H26.11.21 まち・ひと・しごと創生法が可決・成立
・H26.12.27 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を閣議決定
・H27. 2. 3 平成26年度補正予算が可決・成立

（地域住民生活等緊急支援のための交付金を創設）
・H27. 4. 9 平成27年度予算が可決・成立

（まち・ひと・しごと創生事業費を創設）
・H27. 6.30 「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」を閣議決定

２ 国の取組

① 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「まち・ひと・しごと創生長期ビジ
ョン」を策定

→ 都道府県及び市町村は総合戦略を定めるよう努めなければならない。
（平成27年度中）

② 平成２６年度補正予算において地方創生に対する先行的な取組への財政的支援
として「地域住民生活等緊急支援のための交付金」（4,200億円）を創設
・地方創生先行型：1,700億円
（基礎交付分 1,400億円（うち本県13億円），上乗せ交付分 300億円）

・地域消費喚起・生活支援型：2,500億円（うち本県22億円）

③ 平成２７年度予算において地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮し，地
域の実情に応じたきめ細かな施策を可能にする観点から，地方財政計画に１兆円
の「まち・ひと・しごと創生事業費」の歳出枠を創設

④ 地方公共団体の地方創生への取組を積極的に支援する体制として，「地方創生
コンシェルジュ（相談窓口）」の仕組みを構築するとともに，「地方創生人材支援
制度」を創設
・地方創生コンシェルジュ

全体：17府省庁 総勢1,019人，本県担当：16府省庁 総勢 44人

・地方創生人材支援制度

国家公務員や大学研究者等を原則人口５万人以下の市町村に派遣(本県２団体)

⑤ 各地域が，産業・人口等に関し，必要なデータ分析を行い，各地域に即した地
域課題を抽出し対処できるよう「地域経済分析システム」を整備

⑥ 東京の一極集中を是正するため，地方の自主的な創意工夫を前提に，それぞれ
の地域資源等を踏まえ，地方に「しごと」と「ひと」の好循環を促進することを
目的として，「政府関係機関の地方移転」について提案募集

⑦ 都会の高齢者が地方に移り住み，健康状態に応じた継続的なケア環境の下で，
自立した社会生活を送ることができるような地域共同体「生涯活躍のまち」（日
本版ＣＣＲＣ）について検討

⑧ 「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」を策定
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